
参考資料２ 
 

「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令案」に関する 
意見募集（パブリックコメント）の実施結果について 

 
１ 実施期間等 

・意見募集期間：令和３年 12月 22 日（水）～令和４年１月 21日（金） 

・意見募集の周知方法：電子政府の総合窓口（e-Gov）への掲載 

・意見提出方法：電子政府の総合窓口（e-Gov）の「意見提出フォーム」、郵送 

 

２．御意見の件数 

・26件（※１件は「異論なし」の旨） 

 

３．提出された御意見の概要及び御意見に対する考え方 

 

No. 御意見の概要 件

数 

御意見に対する考え方 

添付書類について 

１ 登記事項証明書の要件、相続していた

場合の対応等の「登記事項証明書その

他の当該土地の所有者等の所在が明

らかとなる書面」として認められる具

体例について教示いただきたい。 

７ 「登記事項証明書その他の当該土地の

所有者等の所在が明らかとなる書面」に

関する具体的な運用については、今後関

連するガイドラインや土壌汚染対策法

に関するQ＆A等において示す予定です。 

２ 届出者が提出する土地の所有者等に

関する情報の正確性を確認する手段

があった方がよい。 

２ 今回の改正案では、土地の所有者等の所

在が明らかとなる書面の添付が趣旨で

あり、登記事項証明書は代表例の１つで

す。届出者は、調査命令対象となり得る

実際の土地の所有者等の正確な情報を

添付する必要があります。 

３ 公図の写しは必要である。 ２ 公図の写しについて、今回の改正案の趣

旨である土地の所有者等の所在が明ら

かにすることとは性質の異なる書面と

考えます。 

４ 土地の形質の変更をしようとする者

が当該土地の所有者等である場合に

も、土地の所有者等の所在が明らかと

なる書面を添付するような省令案に

修正していただきたい。 

１ 土地の形質の変更をしようとする者が

土地の所有者等である場合、届出書の様

式に記載することとされている氏名や

住所等の情報により当該土地の所有者

等の所在は明らかであると考えます。 

５ 相続人の所在が不明の場合にはどの

ように対応すべきか。 

１ 「登記事項証明書その他の当該土地の

所有者等の所在が明らかとなる書面」に



- 2 - 
 

No. 御意見の概要 件

数 

御意見に対する考え方 

調査命令の際に土地の所有者等の所

在が明らかとなる書面を提出するよ

うに見直すべき。 

関する具体的な運用については、今後関

連するガイドラインや土壌汚染対策法

に関するQ＆A等において示す予定です。 

仮に調査命令時に土地の所有者等の所

在確認を行うこととした場合、確認手続

に時間を要している間に命令発出が遅

れてしまうことが懸念されるため、届出

時点で所在を明らかにする必要があり

ます。 

調査実施について 

６ 都道府県等の円滑な調査命令発出を

担保するため、土地の所有者等に対し

て同意の確認や説明が必要である。 

３ 土地の形質の変更の実施について、土地

の賃貸借契約や都市計画法等の開発行

為に関する他法令における同意の確認

等によって、一般的に土地の所有者等と

届出者間において意思疎通が図られて

いることを想定しており、また、届出者

は、調査命令対象となり得る実際の土地

の所有者等の正確な情報を添付する必

要があります。 

今後、届出者から土地の所有者等への届

出手続等の説明に関して通知で示すと

ともに、届出者や土地の所有者等に対す

る届出手続や調査契機についての普及

啓発に努めます。 

７ 法第４条第３項に基づく調査報告義

務を負う者を届出者等土地の所有者

等以外の者にすべきではないか。 

２ 調査の実施主体は、土地の掘削等に関す

る権原を有する土地の所有者等が適切

であると考えています。 

８ 法第４条第３項に基づく調査報告義

務を負う者を届出者にすべき。同意書

を不要とする改正だけでは、調査命令

時に同意を確認できていない状態で

各土地の所有者等へ連絡することと

なり、特に土地の所有者等が多数存在

する場合に自治体の事務作業が煩雑

になる可能性や事業者の工事着手に

影響が出る可能性がある。 

１ 調査の実施主体は、土地の掘削等に関す

る権原を有する土地の所有者等が適切

であると考えています。 

土地の形質の変更の実施について、土地

の賃貸借契約や都市計画法等の開発行

為に関する他法令における同意の確認

等によって、一般的に土地の所有者等と

届出者間において意思疎通が図られて

いることを想定しており、また、届出者
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は、調査命令対象となり得る実際の土地

の所有者等の正確な情報を添付する必

要があります。 

今後、届出者から土地の所有者等への届

出手続等の説明に関して通知で示すと

ともに、届出者や土地の所有者等に対す

る届出手続や調査契機についての普及

啓発に努めます。 

その他 

９ 届出者と土地の所有者等が異なる場

合、調査命令時に土地の所有者等から

「調査命令が発出されるなら土地の

形質の変更を許可しない」旨の訴えが

あれば、届出の取下げは可能か。 

１ 届出の取下げについては、既に土壌汚染

対策法に関する Q＆A（令和３年６月１日

付）において、やむを得ない場合には届

出を撤回することがあり得る旨を示し

ています。 

10 同意書の添付を必須としない場合、架

空の届出等の虚偽届出がなされ、取下

げが行われるおそれがある。その際の

法第 66 条第２号に規定されている虚

偽届出に関する罰則の適用について

示していただきたい。 

１ 届出の取下げについては、既に土壌汚染

対策法に関する Q＆A（令和３年６月１日

付）において、やむを得ない場合には届

出を撤回することがあり得る旨を示し

ています。 

罰則の適用については、案件に応じて個

別具体的に判断することとなります。 

11 法第４条第１項の届出数を減少させ

る規定を検討すべき。 

１ いただいた御意見は今後の参考とさせ

ていただきます。 

12 これまでに調査命令を発出した事例

から土壌汚染のおそれがある事業を

特定したうえで、法第３条のように調

査義務を課すことにより、法第４条は

廃止すべき。 

１ いただいた御意見は今後の参考とさせ

ていただきます。 

13 規則第 23 条第２項第１号の平面図等

の添付図面に求められる事項を通知

等で示していただきたい。 

１ いただいた御意見は今後の参考とさせ

ていただきます。 

14 登記上の土地の所有者が死亡してい

る場合、相続登記が未完了でも状況に

応じて相続人による土壌汚染の調査

結果報告等を可能とする運用につい

１ いただいた御意見は今後の参考とさせ

ていただきます。 
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て通知等で示していただきたい。 

 


